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1 

 

 

項  目 内                容 

 

第１章 総 則 

（適用範囲） 

第 1-1 条 

 

（目  的） 

第 1-2 条 

 

（一般事項） 

第 1-3 条 

 

(管理技術者) 

第 1-4 条 

 

（照査技術者） 

第 1-5 条 

 

（担当技術者） 

第 1-6 条 

 

(配置技術者の確認） 

第 1-7 条 

 

(保険の加入） 

第 1-8 条 

 

第 2 章 作業条件 

（作業条件） 

第 2-1 条 

 

（参考図書） 

第 2-2 条 

 

（貸与資料） 

第 2-3 条 

 

(参考図書及び 

貸与資料の取扱い) 

第 2-4 条  

 

第 3 章 作業内容 

(作業項目及び数量) 

第 3-1 条 

 

 

(作業の留意点) 

第 3-2 条 

 

 

 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

変更なきにつき省略 
 

 

変更なきにつき省略 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

変更なきにつき省略 
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項  目 内                容 

（技術提案の履行） 

第 3-3 条 

 

第 4 章 打合せ 

(打合せ) 

第 4-1 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5 章 業務管理 

（情報共有システム

の業務について） 

第 5-1 条 

 

第 6 章 成果物 

(成果物) 

第 6-1 条 

 

(成果物の提出先) 

第 6-2 条 

 

第 7 章 契約変更 

(契約変更) 

第 7-1 条 

 

第 8 章 定めなき事項 

(定めなき事項) 

第 8-1 条  

 

(再調査) 

第 8-2 条 

 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

 

共通仕様書第 1-10 条による打合せについては、主として次の段階で行うものと

する。 

また、初回及び最終回の打合せには管理技術者が出席するものとする。 

初 回 作業着手の段階（業務計画作成時） 

第２回 中間打合せ（実証調査計画の作成完了段階） 

第３回 中間打合せ（邑楽東部第１排水機場管理体制確認段階） 

第４回 中間打合せ（ＡＩプロトタイプの完成段階） 

第５回 中間打合せ（分析結果の評価、比較検証の完了段階） 

最終回 報告書原稿作成段階 

なお、業務を適正かつ円滑に実施するために、受注者の業務担当は、業務打合せ

記録簿を作成し、上記の打合せの都度内容について、監督職員と相互に確認するも

のとする。 

 

 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

 

 



（別紙１） 

設計作業項目内訳表 

作業項目 作業内容 数量 

  当初 １変 

1.業務準備  防災情報ネットワークシステム及び同システムで収集・蓄積

する防災情報（Ｗｅｂ動画含む）の属性や構造を具体的かつ体

系的に把握する。 

次に、令和元年度及び令和２年度に実施した防災情報のデー

タ観察及びＡＩ・ＩｏＴ技術の活用方策検討に関する業務内容

及び検討結果を十分に理解する。 

その上で、広く本業務の実施に必要となるデータサイエンス、

システム開発、価値創造に関する知識の整理を行い簡潔にまと

める。 

これらを踏まえ、防災情報システムの高度化に向けた業務実

施計画書を作成する。 

 

○ ○ 

2.  防災情報を活用

したデータ駆動型施

設操作の実証 

 

(1) 排水機場・遊水池 

(2)ダム 

 令和２年度「国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事

業 防災情報ネットワーク検討業務（情報分析高度化）」で検

証した①ＡＩによる排水予測モデル、令和２年度「国営造成土

地改良施設防災情報ネットワーク事業 システム改良業務」で

検証した、②ＡＩによるダム貯水位画像計測及び③流入量予測

モデルの結果を基に以下の内容について実証調査を実施する。 

 

○邑楽東部第１排水機場を対象に、防災情報ネットワークシス

テムで収集される情報を基に、排水ポンプの運転の判断に必要

な吸水槽の水位予測を行い画面表示させるためのAIモデルのプ

ロトタイプシステムを作成。 

○羽布ダム、神の前・神明堀遊水池、邑楽東部第１排水機場の

３箇所を対象に、既設 Web カメラ（視聴のみで録画機能無し）

に撮影データ記録用の SDカードを挿入し、蓄積した画像データ

を元に水位計測を行い画面表示させるためのAIモデルのプロト

タイプシステムを作成。 

 

これまで防災情報ネットワークシステムで収集・蓄積されて

きた当該施設に関する水位や水量のデータ分析により到達水位

の事前予測及び水位計測の精度を高め、施設管理者による施設

操作の判断に貢献することを目的に、実証調査計画を作成する。 

上記で解析したデータを元に予測AIモデルのプロトタイプシ

ステムを作成する。実証調査の期間は、洪水期を含む一定期間

（３～４か月間を想定）とし、予測値と実測値とのデータを比

較し、その違いを分析し、分析結果の評価、比較検証を実施す

る。 

○ ○ 



 

 対象施設は以下の２施設とする。 

 (1)及び(2)は令和２年度に実施した上記業務の成果を適用す

ることとし、同一施設を対象とする。 

 

(1)排水機場・遊水池 

邑楽東部第１排水機場（管理者：板倉町） 

 神の前・神明堀遊水池（管理者：待矢場両堰土地改良区） 

(2)ダム 

羽布ダム（管理者：西三河農林水産事務所羽布ダム管理所） 

 

なお、本作業の分析結果の評価、比較検証をまとめるにあた

っては、有識者の助言得たうえでとりまとめるものとする。 

3.照査  照査計画に基づき、業務の節目毎に照査を実施し、照査報告

書の作成を行う。 

 

○ ○ 

4.点検取りまとめ 各作業項目について点検、取りまとめ及び報告書の作成を行

う。 

○ ○ 

 


